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平
成　

年
度
か
ら
新
財
政
基
準
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積
丹
町
の
財
政
破
た
ん

回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
避避避避避避避避避避避避避避避避避避避避避
回
避
の
た
め
に 

　

夕
張
市
の
財
政
破
た
ん
を
き
っ
か
け
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
の
公
表

や
財
政
健
全
化
の
考
え
方
を
定
め
る
法
律
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化

に
関
す
る
法
律
」が
本
年
６
月
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
各
種
指
標
の
比
率
を
公
表

し
、
ま
た
、
国
が
年
内
に
も
定
め
る
比
率
の
基
準
を
超
え
る
場
合
は
、「
早
期
健

全
化
団
体
」や「
財
政
再
生
団
体
」の
指
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
て
い
る
数
値
を
用
い
て
、
町
財
政
の
現
状

に
つ
い
て
町
民
ぐ
る
み
で
確
認
す
る
と
と
も
に
、
財
政
健
全
化
に
向
け
た
今

後
の
取
り
組
み
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

積
丹
町
は

積
丹
町
は
連
結
実
質
赤
字
比
率
が
ポ
イ
ン
ト

連
結
実
質
赤
字
比
率
が
ポ
イ
ン
ト

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
「
健
全
化
法
」
と
い
い
ま
す
。）
で
は
、

４
つ
の
指
標
に
よ
り
町
の
財
政
状
況
を
判
断
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
が
、
積
丹
町
は
「
連
結
実
質
赤
字
比

率
」
が
全
国
約
１
、
８
０
０
の
市
町
村
の
中
で
も
極

め
て
悪
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

原
因
は
、
町
立
診
療
所
会
計
と
国
民
健
康
保
険
会

計
に
あ
る
約
９
億
円
の
累
積
赤
字
額
が
、
町
の
財
政

規
模
と
比
較
す
る
と
特
に
巨
額
で
あ
る
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
平
成　

年
度
決
算
の
連
結
実
質
赤

17

字
比
率
で
は
、
全
国
ワ
ー
ス
ト
４
位
の　

・
１
％
と

52

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の　

月
中
に
も
示
さ
れ
る
予
定
の
、
健
全
化
法

12

に
基
づ
く
国
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て
は
、
平
成　

年
21

度
か
ら
積
丹
町
は
夕
張
市
と
同
じ
く
、
国
の
管
理
の

下
で
行
政
運
営
を
行
う
「
財
政
再
生
団
体
（
再
建
団

体
）」
に
指
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
「
財
政
再
生
団
体
」
指
定
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、

平
成　

年
度
決
算
数
値
に
よ
る
連
結
実
質
赤
字
比
率

20

が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

◆健全化判断比率の対象範囲

��
�
�
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実
質
赤
字
比
率

　

標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
一
般
会

計
の
累
積
赤
字
の
割
合
の
こ
と
。
現

行
制
度
の
財
政
再
建
団
体
転
落
の
基

準
は
こ
の
指
標
の
み
で
、　

％
以
上

20

が
対
象
。

連
結
実
質
赤
字
比
率

　

一
般
会
計
だ
け
で
は
な
く
、水
道
、

国
保
、
病
院
な
ど
自
治
体
の
も
つ
全

会
計
を
合
わ
せ
た
赤
字
が
、
標
準
財

政
規
模
に
占
め
る
割
合
。
積
丹
町
は

こ
の
比
率
が
突
出
し
て
高
い
。

実
質
公
債
費
比
率

　

自
治
体
の
収
入
に
対
す
る
公
債
費

（
借
金
返
済
額
）の
割
合
の
過
去
３
か

年
平
均
。

将
来
負
担
比
率

　

一
般
会
計
な
ど
が
将
来
負
担
す
る

借
金
や
負
担
が
標
準
財
政
規
模
に
占

め
る
割
合
。

【現行制度】

１つの指標
で判断　　



3

◆新しい制度における財政指標と積丹町の状況

今
ま
で
の
行
財
政
改
革
は

　

積
丹
町
が
抱
え
る
赤
字
解
消
に

つ
い
て
は
、
国
や
北
海
道
か
ら
の

支
援
は
得
ら
れ
ず
、
町
が
独
自
に

解
消
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
町
民
の
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
平
成　

年
度
か
ら
さ
ま
ざ
ま

16

な
事
務
事
業
の
見
直
し
を
行
っ
て

き
ま
し
た
が
、
見
直
し
に
よ
る
改

革
効
果
額
は
毎
年
の
地
方
交
付
税

の
減
額
な
ど
に
よ
り
相
殺
さ
れ
て

し
ま
い
、
赤
字
の
解
消
に
は
充
て

ら
れ
な
い
状
況
で
す
。

　

今
ま
で
の
事
務
事
業
の
見
直
し

に
よ
る
効
果
額
は
、
平
成　

年
度

18

ま
で
で
約
６
億
５
千
万
円
に
な
る

と
見
込
ま
れ
、
仮
に
見
直
し
を
実

施
し
な
け
れ
ば
、
町
が
抱
え
る
赤

字
は
今
以
上
に
膨
ら
ん
で
い
た
と

想
定
さ
れ
ま
す
。

財
政
健
全
化
計
画
策
定 

累
積
赤
字
解
消
へ

　

連
結
実
質
赤
字
比
率
を
改
善
す

る
に
は
、
約
９
億
円
の
赤
字
を
解

消
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
健
全
化

法
の
指
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
町
民
の
皆
さ
ん
と
行
政
が
目

標
を
定
め
、
計
画
・
実
行
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
自
主
的
な
改
善
努

力
に
よ
り
累
積
赤
字
を
解
消
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
「
積
丹
町
財

政
健
全
化
計
画
」
を
策
定
す
る
こ

と
と
し
、
そ
の
「
素
案
」
を
作
成

し
ま
し
た
。

連
結
実
質
赤
字
比
率 

　

％
以
下
を
目
指
す

30

　

素
案
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
改
革

を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に

は
、
町
有
遊
休
地
等
の
処
分
や
、

職
員
退
職
手
当
債
の
発
行
な
ど
に

よ
る
歳
入
の
確
保
を
計
画
し
て
い

ま
す
。
歳
出
で
は
、
更
な
る
人
件

費
の
削
減
や
施
設
運
営
の
見
直

し
、
補
助
金
の
削
減
な
ど
に
よ
る

歳
出
削
減
を
行
い
、
平
成　

年
度

23

末
ま
で
の
今
後
５
年
間
で
連
結
実

質
赤
字
比
率
が　

％
以
下
と
な
る

30

こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
素
案
を
町
民
の
皆
さ

ん
や
各
種
団
体
等
へ
説
明
し
、
意

見
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
平
成　
20

年
３
月
ま
で
に
は
、
町
政
健
全
化

計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
し
て
お

り
ま
す
。

町
を
あ
げ
て 

再
生
団
体
転
落
回
避
へ

　

計
画
の
実
効
性
の
確
保
に
は
、

町
民
の
皆
さ
ん
に
も
ど
う
し
て
も

ご
負
担
や
ご
協
力
を
お
願
い
し
、

こ
の
財
政
健
全
化
計
画
を
着
実
に

推
進
し
な
け
れ
ば
、
９
億
円
の
累

積
赤
字
の
解
消
は
実
現
し
ま
せ

ん
。

　

一
方
、
地
方
交
付
税
や
町
税
収

入
の
動
向
一
つ
で
大
き
く
左
右
さ

れ
る
要
素
も
多
分
に
あ
る
中
で
、

行
政
の
さ
ら
な
る
自
助
努
力
と
、

極
め
て
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、

子
ど
も
た
ち
や
高
齢
者
に
で
き
る

だ
け
配
慮
し
、
常
に
開
か
れ
た
行

財
政
運
営
を
行
い
、
将
来
の
ま
ち

の
活
性
化
へ
の
灯
り
を
絶
や
さ
な

い
よ
う
に
、
町
を
あ
げ
て
取
り
組

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

累
積
赤
字
の
解
消
を
目
指
し

「
積
丹
町
財
政
健
全
化
計
画
」
策
定
し
ま
す

積丹町の状況
（Ｈ18決算）財政再生基準早期健全化基準指　　標

5.2%▲20％以
上▲2．5～10％以上実質赤字比率

▲44.2%▲35～40％以上未定連結実質赤字比率

6.6%35％以上25％以上実質公債費比率　

312.9%未定未定将来負担比率　

（注）いずれの基準も、新聞等の報道を引用したもので、国が年内に正式に示す段階で変更
される可能性があります。

◆平成17・18年度町財政決算状況
（千円）平成17年度　歳入歳出決算額

差引額歳　出
歳　　　入

区　分 一般会計
繰入金

85,5702,609,564－2,695,134一般会計

▲1,039,5233,084,535427,3412,045,012特別会計

▲953,9535,694,099427,3414,740,146合　　計

（千円）平成18年度　歳入歳出決算額（見込み）

差引額歳　出
歳　　　入

区　分 一般会計
繰入金

95,1482,609,183－2,704,331一般会計

▲902,7563,073,648556,5302,173,008特別会計

▲807,6085,682,831556,5304,877,339合　　計

連結赤字額

早期健全化基準を上回ると・・・
「財政の早期健全団体」へ
・自主的な改善努力による財政健全化
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財政再生基準と上回ると・・・
「財政再生団体」へ

・国などの関与により確実な再生
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